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概要 

気象庁 火山噴火予知連絡会では、「概ね過去 1 万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火

山」を活火山と定義し直し、2023年 11月時点では全国で 111 の火山が指定されている。活火山のうち、代表

的な火山が富士山であり、有史以来、噴火を繰り返してきた。内閣府の「大規模噴火時の広域降灰対策検討

ワーキンググループ」によれば、富士山が噴火した場合、その影響は首都圏にも及ぶと推測されており、首

都圏に所在する企業にも危機意識が高まっている。本レポートでは、富士山が噴火した場合の降灰
こうはい

による影

響を整理するとともに、影響を低減させるための企業の取り組み事例や対策の進め方を紹介する。 
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1. 富士山噴火の歴史 

1.1. 噴火の歴史 

気象庁が事務局を務める「火山噴火予知連絡会」では、

「概ね過去 1 万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴

気活動のある火山｣を活火山と定義し直し、2023 年 11 月

時点では全国で 111の火山が活火山に指定されている。日

本最高峰で日本を象徴する山の 1 つである富士山も活火

山である。産業技術総合研究所の活火山データベース1に

よれば、「富士山は 2 万年前の大規模な山体崩壊の後、

17000 年前から 8000 年前頃にかけて大規模な溶岩を流出

し、5600年前から 3700年前頃に主火山体を高く成長させ

る噴火活動となった。その後、3500年前から 2300 年前頃

に山頂部で爆発的な噴火が卓越し、その間の 2900 年前に

は南東側へ山体崩壊（御殿場岩屑なだれ）を起こした。2300

年前以降は山腹の割れ目噴火である。」とされている。 

有史以降、富士山は幾度となく噴火や噴火以外の火山現

象を繰り返している。代表的な火山活動は、延暦の噴火

（800～802 年）、貞観噴火（864 年）及び宝永噴火（1707

年）とされている（図 1）。 

 

 

1.2. 宝永噴火 

江戸時代中期の 1707年（宝永 4年）に起きた富士山の噴火（宝永噴火）については、他の噴火と比較する

と具体的な情報が残されている。近年の研究によれば、1707年 12月 16日に噴火が発生し、噴火が収束した

のは翌年 1 月 1 日とされている。噴火により火山灰も多く噴出し、火口に近い火山灰が厚く堆積した地域で

は、家屋が倒壊した。また、江戸でも数 cm程度降灰したと見積もられている3。また、宝永噴火の約 2 か月前

の 1707年 10月 28 日に宝永地震（南海トラフ地震）、4 年前の 1703年 12月 31日に元禄関東地震（相模トラ

フ地震）が発生しており、巨大地震と富士山噴火の関連性も指摘されている4。 

  

                              
1 日本の活火山，国立研究開発法人産業技術総合研究所，https://gbank.gsj.jp/volcano/Act_Vol/index.html（アクセ

ス日：2023年 12月 1日） 
2 小山真人，歴史時代の富士山噴火史の再検討．火山.43，323-347を基に当社作成 
3 宮地直道・小山真人，富士火山 1707 年噴火（宝永噴火）についての最近の研究成果. 富士火山, 山梨県環境科学研

究所，339-348. 
4 小山真人，静岡大学防災総合センター，南海トラフ地震と連動する火山噴火の可能性と定量的評価，https://www.glo

bal-center.jp/media/20170321-115832-4557.pdf（アクセス日：2023年 12月 1日） 

図 1 富士山噴火の歴史2 

https://gbank.gsj.jp/volcano/Act_Vol/index.html
https://www.global-center.jp/media/20170321-115832-4557.pdf
https://www.global-center.jp/media/20170321-115832-4557.pdf
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2. 首都圏で想定される降灰 

過去の噴火の際も東京（江戸）で降灰が観測されたように、再度富士山が噴火した場合、首都圏でも降灰

のおそれがある。内閣府では、首都圏を中心とした大規模噴火時の広域降灰対策の基本的な考え方を検討す

るため、「大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ」（以下「内閣府 WG」）を設置し、降灰状況や

被害の予測、対策の検討結果を取りまとめた。内閣府 WG では、宝永噴火規模の噴火が再度発生した場合の降

灰シミュレーションを次の 3 つのケースで実施している。 

・ケース 1：宝永噴火時の降灰分布に類似する西風卓越ケース 

・ケース 2：影響を受ける人口・資産が大きくなる西南西風卓越ケース 

・ケース 3：影響範囲が広い、風向の変化が比較的大きいケース 

 

ケース 2 における降灰の分布を図 2 に示し、すべてのケースにおける主要駅における火山灰の堆積厚を表

１に示す。 

 

 

図 2 富士山が噴火した場合の火山灰の堆積厚のシミュレーション結果（ケース 2）5 

表 1 主要ターミナル駅の火山灰の堆積厚 4 （単位 cm） 

 東京都 埼玉県 千葉県 神奈川県 静岡県 

東京駅 八王子駅 大宮駅 千葉駅 木更津駅 横浜駅 平塚駅 小田原駅 三島駅 

ケース 1 0 4 3 2 7 12 41 17 0 

ケース 2 6 14 2 1 1 2 8 3 0 

ケース 3 2 1 0 1 0 5 5 4 1 

                              
5 中央防災会議公表資料を基に当社作成 
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3. 火山灰の特徴 

3.1. 粒径による分類 

火山灰（直径 2mm 以下）は地質学的には砂もしくはシルトに分類され、火山砕屑物を粒径で分類すると、

粒径：1/16～2mm のものが火山灰、同 2～64mmのものは火山礫と呼ばれる。火口から噴出した火山灰や火山礫

は、上空の風によって風下側へ運ばれる。火口から近いほど粒径が粗い火山礫や火山灰が堆積する一方で、

火口から離れるほど火山灰の粒径が細かくなると予測される。 

3.2. 物的特性 

火山灰および火山礫の物的特性は、表 2のとおりである。 

表 2 火山灰および火山礫の物的特性6 

密度 
乾燥状態：0.4～0.7g/cm3 

湿潤状態：1.2g/cm3以上 

水を含んだ場合 
堆積した場所にこびりついたり、乾燥後に固まったりする。 

粒径が細かいほど、堆積場所にこびりつきやすい。 

導電性 
乾燥時は絶縁体であるが、水を含んだ場合には火山灰に付着した火山ガス成分等により

導電性を持つことがある。 

融点 

融点は約 1,000℃であり、一般的な砂埃より低い。 

ガスタービンエンジン内の温度（1,400℃以上）よりも低いため、エンジン内に進入した

場合、燃焼室内で溶融した後に冷えてタービンブレード等に付着することがある。 

腐食性 硫酸イオン（SO4
2-）が火山灰から溶出し、金属腐食のおそれがある。 

 

4. 降灰の影響 

噴火により降灰が生じた場合、様々な影響が想定される。 

4.1. 人的被害 

内閣府 WGが想定している降灰が与える人体への影響7は、以下のとおりと考えられる。 

・目、鼻、咽、気管支の異常等 

・慢性珪肺症（けいはいしょう）または炎症反応のリスク増加 

・付着による皮膚の炎症 

・心理的ストレス上昇 等 

 

 

 

                              
6 当社作成 
7 降灰が与える影響の被害想定項目について，大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ，https://www.bou

sai.go.jp/kazan/kouikikouhaiworking/pdf/20180911siryo3.pdf（アクセス日：2023年 12月 1日） 

https://www.bousai.go.jp/kazan/kouikikouhaiworking/pdf/20180911siryo3.pdf
https://www.bousai.go.jp/kazan/kouikikouhaiworking/pdf/20180911siryo3.pdf


損保ジャパン RMレポート ｜ Issue 252 ｜ 2024年 2月 8日 

Copyright © 2024 Sompo Risk Management Inc. All rights reserved. ｜ 6 

4.2. インフラ・ライフライン被害 

内閣府 WGではインフラやライフラインへの被害として、表 3 のとおり想定している。 

表 3 インフラ・ライフライン被害 6 

分類 被害予測 

電気 停電 
発電所の発電能力低下（外気フィルター目詰まり、交換手間）、碍子での漏電、灰

の重みによる電線の切断等 

上下水道 減水・断水 
浄水場の停止、濁度上昇・水質悪化 

下水管の詰まり等 

通信 
電波障害・ 

通信障害 

電気設備等の故障、停電や空調困難による電話基地局等の停止 

通信アンテナへの灰付着による通信不良等  

道路 
走行困難 

走行停止 
視界不良、タイヤ路地面の摩擦の低下、信号停止、自動車故障等 

鉄道 運休 レールと車輪の通電不良、信号障害、視界不良、電気設備への影響等 

航空 空港閉鎖 航空機のエンジン停止予防のための運休、計器類の故障等 

港湾 
停電による 

機能不全 

停電エリアの港湾では、電力で稼働する荷役機械の使用不可（入出港は可能） 

船舶が火山灰の影響を受けた事例は少ない 

 

4.3. 事業所の被害 

降灰時における事業所に想定される被害は、表 4 のとおりと想定される。 

表 4 事業所への被害8 

分類 被害予測 

建物 

降灰により、木造建物の損壊・倒壊、倉庫などの支点間の長い屋根の損壊のおそれがある。また、鉄

筋コンクリート造や鉄骨造の建物でも雨どいやひさしが損壊するおそれがある。 

火口から近距離の場合、建物が埋没するおそれがある。 

生産設備 モーターの回転軸に灰が侵入し、損壊のおそれがある。 

受変電設備 端子部分に灰が積もった場合、短絡が生じ、停電のおそれがある。 

非常用発電機 

降灰時に非常用発電機を稼働させた場合、エンジンのシリンダー内に灰が侵入し、発電機を損壊させ

るおそれがある。 

空冷ファンのフィルターに目詰まりが発生し、エンジンを冷却できず発電機が停止する。 

空調屋外機 
灰が吸気部分を覆い、空調効率が低下するおそれがある。 

降灰時に運転を継続した場合、機器内に灰が侵入し、損壊のおそれがある。 

外調機 
フィルターに目詰まりが発生し、換気効率が低下する。 

降灰時に稼働を継続した場合、モーターの回転軸に灰が侵入し、損壊のおそれがある。 

上水ポンプ 降灰時に稼働を継続した場合、回転軸に灰が侵入し、損壊のおそれがある。 

汚水処理設備 処理槽内に降灰した場合、処理槽の容量が低下し、処理能力が低下する。 

                              
8 当社作成 
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4.4. 事業継続への影響 

前節の 4.1～4.3の影響を踏まえ、事業継続への影響は以下のとおりと考えられる。 

・公共交通機関の運休、道路の交通規制や健康被害への懸念から、大半の従業員が通勤できない。 

・物流網の機能不全やサプライヤの操業中断により、サプライヤから原材料が確保できない。 

・建物内にも火山灰が吹き込み、建物内の生産設備・情報システムにも動作不良が発生する。 

・電力や上水の供給の他、排水処理も途絶し、生産ができない。 

・通信障害により、インターネットやイントラネットに接続できない。 

・簡易建物（テント倉庫、自転車置場 等）が倒壊するおそれがある。 

 

5. 企業等の取り組み事例 

5.1. 不動産 

内閣府 WGから被害想定が示されたのを機に、いくつかの大手不動産会社において都心のオフィス等、保有

物件の被害軽減および機能維持、テナントの安全確保に向けた取り組みが始まっている。 

ハード対策としては、空調機フィルターの目詰まりに備えた予備フィルターの備蓄、断水の長期化を想定

した貯水槽の増量、水の備蓄、屋上の雨水排水管の目詰まり（それに伴う漏水事故等）を防止する器具の設

置、除灰のために作業者が使用する防塵マスク、ゴーグル、ホウキ、塵取り、克灰袋（「こくはいぶくろ」、灰

を捨てるための袋）の備蓄等が行われている。 

また、ソフト対策としては、噴火から降灰までの各段階における、行動計画（タイムライン）の策定、噴

火降灰時の当該ビルの対応（一定期間ビルの機能維持がなされるのか、早期に機能停止するのか）にかかる

テナントへの説明等が挙げられる。 

特に都心のオフィスビルには、企業の本社や重要な機能を担う部門が入居していることが多く、当該ビル

の対策、対応は、テナント企業の BCPにも影響を及ぼす。 

上記のような対策を実施することは、自社物件の被害軽減だけでなく、テナント企業へ提供する付加価値

の向上にもつながると考えられる。 

 

5.2. 建設業 

想定されるような降灰が生じれば、緊急車両の通行、住民避難、物資輸送等のために緊急輸送路の啓開や

復旧、復興に向けた火山灰の除去作業が必要となる。 

東京都や神奈川県への影響が最も大きくなるケース 2のシミュレーション（4 頁・図 2）では、噴出火山灰

17 億㎥のうち、必要除灰量は 4.9億㎥になると見積もられている（次頁・図 3）。 

この必要除灰量は、南海トラフの巨大地震や首都直下地震で想定される災害廃棄物よりはるかに多く、東

日本大震災の災害廃棄物量の約 10倍とあまりにも多い。 

道路の啓開、除灰等は、一義的には管理者である国や自治体が行うということになるが、除灰作業の多く

は指定公共機関である一般財団法人全国建設業協会、一般財団法人日本建設業連合会をはじめとした業界団

体を通じて建設会社に要請されることが予想される。建設会社が富士山噴火降灰に対応した BCP を持つこと

の社会的意義は大きい。 
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このような期待に応えるため、いくつかの建設会社においては、想定事象として大規模噴火降灰を BCP に

追加したり、BCP訓練に噴火降灰シナリオを盛り込んだりする等の取り組みが行われている。 

総合建設業某社においては、毎年実施している地震を想定した BCP 訓練において、新たなリスクへの知見

を深めるべく富士山噴火の歴史、被害想定等について経営層を交えた勉強会を実施した。 

また、他の総合建設業某社においては、全国の支店が連携した広域かつ大規模な災害への対応体制を確認

する BCP 訓練において、都心の本社に設置される対策本部が降灰により機能不全となる事態を想定し、非被

災地の支店への権限委譲や除灰に向けた支店の支援体制等について、ロールプレイング（シミュレーション）

を実施した。 

 

 

図 3 ケース 2における必要除灰量と過去の災害廃棄物量との比較9 

 

5.3. その他の企業の取り組み 

その他、都心に本社を置く様々な企業において、降灰への取り組みを始める企業が増えている（次頁・表 5）。 

  

                              
9 中央防災会議 防災対策実行会議 大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ, 大規模噴火時の広域降灰対

策について―首都圏における降灰の影響と対策―～富士山噴火をモデルケースに～（報告），別府資料 4 p.4, 

https://www.bousai.go.jp/kazan/kouikikouhaiworking/pdf/syutoshiryo_04.pdf, (アクセス日:2023年 12月 6日). 

https://www.bousai.go.jp/kazan/kouikikouhaiworking/pdf/syutoshiryo_04.pdf
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表 5 降灰への取り組みを進めている企業例10 

A 社 

（保険業ほか） 

BCP 担当者連絡会において、新たなリスクへの対応として、富士山大規模噴火降灰を

取り上げ、グループ会社に情報提供するとともに、グループ会社毎の影響評価と対策

の検討を指示。 

B 社 

（製造業） 

神奈川県内の生産現場の降灰対策、戦略在庫の保有、他工場への生産移管等を検討。 

東京都内の本社におけるビルのユーティリティ維持のための備えを検討するととも

に、継続すべき重要業務を洗い出し、対策を確認。 

C 社 

（製造業） 

経営層が参加する BCP訓練で富士山噴火と首都圏への降灰をテーマとして、本社機能、

物流網停止等に伴う事業への影響等について議論。 

D 社 

（製造業） 

就業時間中に富士山が噴火した場合、東京都内の本社から従業員を帰宅させるか、特

に、降灰の影響がより早く始まる可能性の高い神奈川方面への帰宅判断の是非につい

て検討。 

 

5.4. 自治体等の取り組み 

自治体等での取り組みも始まっている。 

警視庁は、令和 4年（2022年）に改定された「警視庁大規模災害対策推進プラン」11の中で、想定する大規

模災害のシナリオとして「富士山噴火に伴う降灰」を明記し、交通規制、救出救助等の所外活動時には全職

員がマスク・ゴーグルを着装すること、そのために降灰対策資材の整備を推進すること等を示している。 

また、東京都は、対策の検討を行うとともに、「地域防災計画（火山編）」の修正に反映していくために、

令和 5年（2023 年）5 月に都関係各局および有識者からなる「富士山噴火降灰対策検討会」を設置した。 

そして、同検討会は、同年 12 月に「大規模噴火降灰対応指針」を公表し、今後、都が行う対策の方向性を

示した。この指針には、都の降灰対策として目指すべき 7 つの到達目標が設定されており、事業者または住

民の立場からこれらの動向を注視していく必要がある（表 6）。 

 

表 6 東京都の大規模噴火降灰対応指針における 7つの到達目標12 

 

                              
10 当社作成 
11 警視庁 警視庁大規模災害対策推進プラン, https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/saigai/s_plan.htm

l, (アクセス日：2023年 12月 25日) 
12 東京都 大規模噴火降灰対応指針概要, p.1, https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_proje

ct/_page_/001/027/928/3_1.pdf, (アクセス日：2023年 12月 25日) 

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/saigai/s_plan.html
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/saigai/s_plan.html
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/928/3_1.pdf
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/027/928/3_1.pdf
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6. 企業における対策の進め方 

企業における対策の進め方として、以下が考えられる。 

6.1. リスク評価 

まずは、自社の事業に必要な拠点等のハザード情報を収集する。例えば、内閣府 WG の降灰シミュレーショ

ン結果を参照して、拠点毎に想定される火山灰の堆積厚を整理する。 

拠点毎の火山灰の堆積厚をもとに、どのような施設・設備が損傷するか、ライフラインの長期供給停止が

見込まれるか等、事業・業務に必要な経営資源について被害想定を行う。 

被害想定の結果、どのような業務に影響が生じうるか、当該拠点での業務の継続の可否についてリスク評

価する。 

 

6.2. ソフト対策の実施 

リスク評価結果に基づき、事業継続戦略を検討する。天候によっては、数㎜の降灰でも停電、交通機関運

休となることから、都心のオフィスに通勤しながら業務を継続することは難しい。また、首都圏の従業員や

家族も被災者となる可能性が高く、かつ、停電・通信途絶が発生することにより、テレワークによる対応に

も限界があると考えられる。 

このため、一旦灰が降り始めたら首都圏で事業継続できないことを前提とし、首都圏外の拠点に権限委譲

するか、移動することが戦略の基本となると考える。 

また、就業時間中の噴火となれば、都心のオフィスでは、従業員の帰宅可否判断、帰宅困難者に対しては

滞在に必要な物資の提供等、人命・健康維持のための対応、空調室外機の定期的な除灰、フィルター交換等

による被害軽減のための対応が必要となる。 

上記のような非被災地での事業継続および被災地での防災・減災対応について、いつ、どのような行動を

とるのかをあらかじめタイムラインにまとめておくことが望ましい（次頁・表 7）。 
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表 7 タイムラインの例13 

 状況／判断目安 行動の例 

噴
火
前 

噴火可能性発生 

気象庁より「火山の状況に

関する解説情報（臨時）」等

の注意喚起がされた場合

～ 

噴火警戒レベル 3または 4 

• 噴火予測や政府・自治体の動きの情報収集 

• 噴火した場合の動きの確認、関係者との共有、従業員向けアナウンス 

• 重要機能（対策本部および重要業務担当）関して、降灰エリア外への移動対

象者の選定 

• 降灰エリア外の移転先の決定、ホテル等宿泊場所の空き状況の確認・確保 

• 備品チェック、必要資機材の追加確保 

• 施設・設備の保護作業準備、作業開始 

• 影響を受けるエリアに居住する従業員へ避難指示（降灰エリア外への避難ま

たは自宅待機指示） 

噴
火
・
降
灰
発
生
後 

降灰予報：少量 

（0.1mm未満） 

• 情報収集継続（政府・自治体の動き、社会インフラ、従業員の状況、自社被

害状況、取引先の状況） 

• 従業員へ帰宅・テレワーク指示、備品提供、帰宅困難者対応、降灰エリア外

への移動（対象者） 

• 施設・設備の保護作業実施 

• 業務継続可の場合は業務継続、または降灰エリア外の代替拠点での業務継続 

• 社内外向け情報発信 

降灰予報：やや多量 

（0.1～1mm） 

• 情報収集継続 

• 出社制限、帰宅困難者対応、降灰エリア外への移動（対象者） 

• 施設・設備の被害状況モニタリング 

• 業務継続可の場合は業務継続、または降灰エリア外の代替拠点での業務継続 

• 社内外向け情報発信 

降灰予報：多量 

（1mm以上） 

• 情報収集継続 

• 出社禁止（実質不可能）、帰宅困難者対応 

• 施設・設備の被害状況モニタリング 

• 被災地域は業務停止、降灰エリア外の代替拠点での業務継続 

• 社内外向け情報発信 

 

  

                              
13 当社作成 
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6.3. ハード対策の実施 

前述のソフト対策に基づき、必要なモノをそろえる。 

被災地（降灰エリア内）での防災・減災については、地震を想定した備蓄（水、食料、トイレ、バッテリ

ー）の増強（籠城期間が長くなるため）に加えて、屋外設備の養生のためのブルーシート、除灰作業のため

のゴーグル、マスク、ホウキ、シャベル、克灰袋（ごみ袋）等の備蓄が考えられる。 

また、非被災地（降灰エリア外）での事業継続に向けては、要人の移動手段（4WD 車）の確保14、代替拠点

となるオフィスやホテルの確保（事前の契約）、降灰エリア外での情報システムのバックアップの保管等が考

えられる。 

 

6.4. スキル対策の実施 

イメージできていないことへの準備や対処は困難である。実効性を高めるための、従業員への防災教育や

事業継続のための訓練等を実施することが重要である。 

火山灰被害の経験のない我々は、灰がかかった自動車を運転する際に、ワイパーを用いてしまうかもしれ

ない。しかし、ひとたびワイパーを動かせば、微細な粒子がフロントガラスを傷つけ、視界が失われ、降灰

エリア外への移動の機会を逸してしまうかもしれない。事前に作成したタイムラインに基づき行動を確認し

ながら、基本的な知識やノウハウを習得するところから始めてみることをお勧めする。 

 

7. おわりに 

ひとたび富士山が噴火した場合、首都圏の経済活動に甚大な影響を及ぼすと想定される。本レポートでは、

現時点で想定される被害の様相や事業継続への影響を整理するとともに、先行して取り組まれている企業等

での対応事例を紹介した。万が一の事態に備え、降灰への対策を進めるにあたり、本レポートを参考として

いただければ幸甚である。 

 

  

                              
14 国土交通省中部地方整備局富士砂防事務所, https://www.cbr.mlit.go.jp/fujisabo/oshirase/fujiazami/fujiazami

_117/fa11701.html, (アクセス日:2023年 12月 4日) 
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